
 

大井町駅周辺地区バリアフリー計画の改定について 

 

 平成 27 年３月に大井町駅周辺地区バリアフリー計画を策定し、すべての人にやさしい安

全・安心・快適に回遊できるまちなかの実現をめざし、区民・事業者・区・その他行政機関

など様々な主体が協働して取組を進めてきた。 

今般、大井町駅周辺のまちづくりの進展や地域の要望に対応するため、以下のとおり本計

画を改定する。 

 

１．改定の目的、内容等 

  別紙参照 

 

２．改定スケジュール 

【令和７年度】 

・令和７年８月  協議会（第１回） 

・令和７年８月～11 月 当事者アンケート調査、まち歩き点検等 

・令和７年 12 月  協議会（第２回） 

・令和８年２月  オープンハウス型住民説明会 

・令和８年３月  協議会（第３回） 

【令和８年度】 

  ・令和８年４月以降 パブリックコメント 

協議会（第４回） 

改定計画の決定 
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１ 目的 
 大井町駅周辺地区では、一体性・連続性のあるバリアフリー化を官民一体となって推進することに
より、だれもが利用しやすく、移動しやすいまちの実現を目指し、平成 27 年３月にバリアフリー計画
を策定し、推進してきた。策定から 10 年が経過し、大井町駅周辺のまちづくりの進展や地域の要望に
対応する必要があるため、バリアフリー計画を改定する。 
 

２ これまでの取り組み 
（１）特定事業 
① 公共交通特定事業 
・可動式ホーム柵の設置（大井町駅、下神明駅） 
・ノンステップバスの導入推進 
② 道路特定事業 
・歩道セミフラット化・点字ブロック整備（どんたく通り等） 
・歩道拡幅・横断勾配改善・点字ブロック整備(きゅりあん北側) 
③ 都市公園特定事業 
・バリアフリートイレ整備（しながわ中央公園） 

  ・バリアフリー仕様の水飲み設置（しながわ中央公園） 
④ 建築物特定事業 

  ・点字ブロック整備(中小企業センター、大井第二地域センター) 
  ・だれでもトイレの高機能化（関ケ原シルバーセンター） 
⑤ 交通安全特定事業 

  ・信号機の改良（音響機能の整備） 
⑥ その他の事業 

  ・連絡通路の一部を自動ドア化（アワーズイン阪急） 
（２）ソフト施策 
 ・ユニバーサルデザイン・おたがいさま運動の学習会の実施 
 ・おたがいさま運動普及啓発物品等の作成およびその周知 
 

３ バリアフリー計画の位置付け 
        ＜現在＞                    ＜改定後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 改定の背景 

（１）まちづくりの進展（広町地区） 

・品川区役所の新庁舎建設 

・東日本旅客鉄道㈱による大規模複合開発の施行 

・品川区役所現庁舎跡地の活用 

（２）地域の要望の高まり 

 ・青物横丁交差点：横断に関するバリアフリー化の要望 

・大井町駅付近：バリアフリー動線の新設・改良の要望 

（３）関連法制度の動向 

・バリアフリー法の改正（平成 30 年、令和２年） 

・障害者差別解消法の改正（令和３年） 
 

５ 改定検討項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６ 改定スケジュール 

 

大井町駅周辺地区バリアフリー計画の改定について 

〈基本構想〉（平成 20年 4 月策定） 
将来像 「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」 

〈長期基本計画〉（平成 21 年 4 月策定） 
都市像「３みんなで築く健康・福祉都市」 
⇒基本政策 3-4-2 
「すべての人にやさしいまちづくりを推進する」 

〈まちづくりマスタープラン〉
（平成 25年 2 月策定） 

まちづくりの目標 
「３すべての人にやさ
しい便利で安全な交通・
歩行環境の整備」 

〈すべての人にやさしいま
ちづくり推進計画〉 

（平成 20 年 3 月策定） 
基本理念 
「だれもがふつうに暮らせ
るまちづくり」 

〈バリアフリー計画〉 
大井町駅周辺地区  旗の台駅周辺地区 
（平成 27年 3 月策定）   （平成 29 年 7月） 

移動等円滑化の促進に関する基本方針 
（平成 23年 3 月告示） 

バリアフリー法（平成 18 年 6 月制定） 

〈基本構想〉（平成 20年 4 月策定） 
将来像 「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」 

〈長期基本計画〉（令和 2年 4 月策定） 
政策分野②人すこやか共生 
⇒施策の柱８ 地域における共生社会の実現 
⇒施策の柱１９区民と進める交通安全のまちの実現 

〈まちづくりマスタープラン〉
（令和 5年 3 月改定） 

０２都市基盤 まちづくりの目
標 
「多様なひとの移動や活動
を支え、歩きたくなるまち」 

〈第４期 地域福祉計画〉 
（令和 6年 4 月策定） 

基本理念 
「だれかとどこかでつながる
安心を実感できるまち しな
がわ」 

〈改定バリアフリー計画〉 
大井町駅周辺地区 

移動等円滑化の促進に関する基本方針 
（令和２年１２月改正） 

バリアフリー法（令和 2年 6 月改定） 

大井町駅周辺
重点整備地区

青物横丁交差点 
バリアフリー化要望 

【地域要望事項】 

・青物横丁交差点 

 バリアフリー化 

⇒重点整備地区の拡

大検討 

 

・大井町駅付近 

 バリアフリー動線

 新設・改良 

⇒計画への記載検討

【見直し項目】 

・生活関連施設 

・生活関連経路 

・バリアフリー化の現状

・整備方針 

・目標年次 

・特定事業 

・ソフト施策 

大井町駅付近 
バリアフリー動線
新設・改良要望 

特定建築物追加(法改正)：都立品川特別支援学校 

建 設 委 員 会 

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 

防災まちづくり部地域交通政策課 


